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指定管理者の評価に係る合議の概要

【概要】別添のとおり

施設名
箕面市立箕面船場駐車場

箕面市立箕面船場第一駐輪場

指定管理者名
PFI箕面船場まちづくり株式会社

PFI箕面船場駅前施設サービス株式会社

開催日 令和6年（2024年）12月5日（木）

開催場所 箕面市役所 別館5階 会議室C

合議の出席者

箕面商工会議所 副会頭 松出 末生 氏

イオンスタイル箕面 食品課長 篠崎 修一 氏

かやの中央まち育て交流会 代表 杉本 好玄 氏

こどもの都市Mini Mi～no 代表 飯田 ひとみ 氏
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内容
令和 6年 12 月 5 日（木）に実施した「箕面市立箕面船場駐車場、箕面市立箕

面船場第一駐輪場」の合議について、その内容及び結果をとりまとめました。

１） 指定管理者からの報告

項番１：事業の実施状況、利用者の満足度、収支状況、指定管理者の自己評価

について

項番２：利用者アンケート分析結果について

項番３：利用者アンケートに対する指定管理者の考え・対応について

項番４：指摘事項改善進捗チェックシート

２）合議メンバーからの意見及びその回答

・小野原図書館は借りた本を返す人のために最初の 30 分が無料である。市とし

て図書館は一律にそういった対応をしても良いのではないか。

【市回答】

指定管理者制度は民間のノウハウで運営することによって、行政が運営す

るよりも、より効率的に運営することを可能にするものである。利用料金

については指定管理者の運営に係るもので、行政として看過できないよう

なことがあれば当然指導等を行うが、基本的に市がそれに口出しすること

はしない。

・収支が悪くなれば市が減収分を補填すれば良いだけで、本を返却するためだ

けに料金を取られるのは違和感がある。手法としては図書館だけの利用者に

30 分無料を設定するのであれば、図書館利用者にチケットを配布すれば良い

し、図書館に限定しないのであれば、精算機の設定を変更すれば良い。是非

とも検討してほしい。

３） 総評

今回の合議では、利用料金についてのご意見をいただきました。図書館利用

者への割引については、図書館利用者の便益を増進するために図書館施設に附

属する駐車場と、周辺エリアの駐車ニーズを充足させるために独立して存在す

る駐車場という違いがあり、その整理が必要であると認識しています。指定管

理者とも引き続き協議しながら、検討してまいります。

なお、施設運営としてはおおむね良好な評価をいただき、総合的には指定管

理者として円滑な運営を行っていると市として評価します。

以上


